
 

 

 

保健室は医療機関ではありませんので、医療

行為をすることはできません。あくまで応急処

置の範囲内でできる手当を行うこととなってい

ます。ですから、手当の対象はその日に学校で

起きたケガや病気になります。帰宅後や休日、

翌日以降の継続した怪我の手当につきまして

は、ご家庭でお願い致します。 

＊替えの湿布等を持参いただければ、保健室

の方で対応は可能です☺⋆ 

 

✿６月は「歯の衛生月間」です！ ✿ 

辺土名小学校では、６月１日～２６日までを「歯の衛生 

月間」と位置づけています。年をとっても、健康な歯でいる 

ためには、日頃の歯みがきが大切です。この機会に、歯の大切さや自分の歯みがきの仕方を振り返ってみ

ましょう☺ 
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一筆書きのような流れで行うブラッシング法

で、みがき残しがなくなる歯みがき方法です✿ 
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②かみ合

わせも！ 

保護者にほけんだよりを確認してもらった

ら、切り取って鏡の前に貼り付けよう！ 

帰宅後や休日のケガで 

保健室を来室するお子さまが増えています 

 


